
一 般 質 問 通 告 一 覧（12月 5日）
令和７年第４回定例会

順序 議員名 大項目 小 項 目 質問の相手

1

【一問一答方式】

１ 大関 久義 １．ふるさと納税につ

いて

ふるさと納税は、2008 年（平成 20年）5月から

開始された都市集中型社会における地方と大都市

の格差是正・人口減少地域における税収減少対策と

地方創生を主目的とした寄附金税制の一つとされ

ておりますが、笠間市のふるさと納税について伺

う。

①笠間市の取り組みについて伺う。

②ふるさと納税の現状と経過について伺う。

③納税額ランキングについて伺う。

④ふるさと納税の返礼品について伺う。

⑤ふるさと納税に係る住民税控除額と控除適用者

数について伺う。

⑥ふるさと納税の今後について伺う。

市長

担当部長

２．笠間市合併 20周年
について

令和 8年 3月 19日は、笠間市が誕生して 20年
を迎えます。今年度は多くの記念事業も実施してき

ました。

そこで、以下何点か伺う。

①合併 20周年事業の成果について伺う。
②合併 20年の歩みについて伺う。
③合併の効果について伺う。

④合併から 20年、今後の行政の在り方、進め方に
ついて伺う。

市長

担当部長
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【一問一答方式】

２ 西山 猛 １．採石法等による不

適切処理について

県職員による採石法等に係る不適切処理事案につ

いての経緯

①いつのことなのか伺う。

②どこで発生したか伺う。

③誰がした行為か伺う。

④何を目的としてのことか伺う。

⑤なぜ本件事案が起こってしまったのか伺う。

⑥どのようにして実務が行われたのか伺う。

⑦本件事案に対する本市の考え方について伺う。

⑧同対応について伺う。

市長

副市長

担当部長

２．指名制度の役目に

ついて

①市公共事業に対する指名制度の重要性について

伺う。

②笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会の実

務について伺う。

③同委員会の必要性について伺う。

市長

副市長

担当部長
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【一問一答方式】

３ 林田美代子 １．安定した水道水の

供給を、水道の断水

を 2 度と起こさない

ために

①８月９日の断水が発生時の機器の故障の状況。

どの施設、機器の名称、働き、機器のどの部分が

故障したか。何時頃故障したか。故障によってど

のような状況になったか。

②断水が発生した給水区域、時間帯、件数は。それ

はどのようにして分かったか。

③友部地区の配水系統と給水区域は。配水池を経由

している給水区域とそうでない給水区域は。断水

の発生した給水区域はどのように配水されてい

るか、配水池は経由しているか。

④断水が発生して、市民の通報があってから対応し

たのでは遅すぎる。機器の故障発生時にただちに

対応する必要がある。なぜ水道各施設の常時監視

が行われていなかったのか。

⑤水道施設の維持管理において、市職員と委託事業

者との業務分担はどのようになっているか。

⑥現時点での、断水再発防止対策は。

⑦新浄水場などの新施設の供用に伴う、断水を発生

させないための、安全性の向上対策は。

⑧岩間、笠間地区の水道施設の維持管理体制は。

⑨断水についての説明を関係給水区域に。

担当部長
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４ 川村 和夫 １．笠間市の中小事業

者支援について

①創業期の支援について伺います

②成長期・安定期の支援について伺います

③事業承継期の支援について伺います

担当部長

２．笠間市の子宮頸が

んワクチン接種につ

いて

①キャッチアップ対象者の接種状況・課題・評価に

ついて伺います

②女子の定期接種について伺います

③教育現場での啓発・連携について伺います

④男性への定期接種の検討について伺います

担当部長

３．笠間市立図書館の

事業について

①令和 5年度の本の貸出数実績について伺います

②現状の課題と今後の取組みについて伺います

担当部長
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５ 内桶 克之 １．笠間市職員の副業

について

11 月 16 日の茨城新聞トップ面に「自治体職

員、広がる副業」の見出しがあり、地方公務員に

よる副業が茨城県内で広がりつつあるとの記事掲

載があった。

地方公務員法では、職員の副業を原則として不

許可とする一方、任命権者の許可を受ければ「営

利企業で定める地位を兼ね、自ら営み、報酬を得

て従事」することを認めている。こうした中、総

務省は今年 6月、営利企業への従事等に係る任命

権者の許可等に関する留意事項を全国の自治体に

通知した。その背景には人口減少による地域の人

手不足、公務員人気の低下、そして公務員のモチ

ベーション・スキル向上などがある。 笠間市は通

知に先立ち、在職 1年以上の職員を対象に副業の

許可基準を設けたことも掲載されていた。

そこで笠間市職員の副業の許可基準や活用状況、

今後の活用について伺う。

①笠間市では 2019 年 10 月から一部副業を認めて

きたが、その活用状況について

②今年度設けた許可基準について

③想定される業務について

④今後の活用方向と課題について

市長

担当部長

２．幹線・生活道路の整

備について

今年度の都市基盤の機能向上の重要事務事業と

して、幹線・生活道路の整備があげられている。

この事業では幹線道路整備の推進、狭あい道路の

解消、維持修繕等においては多機能型路面清掃車

の導入、さらには渋滞対策を実施していくとして

いる。

そこで幹線道路や生活道路の進捗状況、渋滞対策

事業、道路の維持修繕などについて伺う。

①幹線道路の整備状況について

②渋滞対策の事業について

③生活道路の整備、安全対策について

④道路の維持修繕について

市長

担当部長


